
患者様へ

多焦点眼内レンズを使用する白内障手術の選定療養は、
白内障手術の際に

近視進行抑制点眼剤を使用する治療を受ける場合、当院では診察
及び検査費用については保険適用となります。診療費とは別に、
薬剤費については選定療養の費用として全額自己負担となります。

選定療養とは、患者さんご自身が選択して受ける追加的な医療サービス
で、その分の費用は全額自己負担となります。令和8年6月より、近視の進

行抑制を目的とした治療は、厚生労働省が定める選定療養の対象となりま
した。
当院では、点眼剤による近視進行抑制治療を選定療養で行っています。

対象となる患者さんには、診察時に詳細をご説明致します。

近視進行抑制点眼剤を使用する治療の
選定療養に関するお知らせ

近視進行抑制点眼剤 金額

リジュセア®ミニ点眼液0.025％
（３０日分/１箱）

おおむね４，４００円程度
※院外処方となるため、薬剤費については、

取り扱い薬局へお伺いください

近視進行抑制点眼剤
に係る費用

診察・検査の費用

近視進行抑制点眼剤を使用する治療の費用

選定療養
（全額自己負担）

医療保険で給付

患者の皆様には、ご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

筑波大学附属病院
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